
重要事項説明書 

１ 事業所の概要 

 

２ 事業所の職員体制等 

職種 従事するサービス種類、業務 人員 

管理者 管理者は、業務の管理を一元的に行います 1 名 

介護支援専門員 介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応

じるとともに、居宅サービス計画の作成を行い

ます。また、課題の分析を行い、必要に応じて

利用者への説明を行います。 

2 名 

常勤兼務 1 名 

（管理者含む） 

 

３ サービス提供地域 

  横浜市鶴見区、港北区 

 

４ 営業時間 

 

           

 

  （注）年末年始(12/29~1/3）及び法定点検日を除きます。 

      

５ 利用者負担金 

(1) 居宅介護支援については、法定代理受領の場合、利用者の負担はありません。（利用者の介護保険

料の滞納等により、一旦、支払いが生じる場合があります） 

(2) 介護支援専門員が通常のサービス提供地域を越える地域に訪問・出張する必要がある場合には、 

  その交通費（通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分１キロメートルあたり 100 円）の支払 

いが必要となります。 

 

６ 当事業所のサービスの方針等 

(1) 居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、 

利用者が自立した日常生活を営むことが出来ることを目標とする。 

(2) 適正な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供され 

るように、公正中立な立場に立ち、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者との連 

携調整を行う。 

(3) 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体 

との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努める。 

(4) 利用者が病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病 

院または診療所に伝えて頂くことを求める。 

 

 

 

事 業 所 名   横浜市駒岡地域ケアプラザ 

所 在 地   横浜市鶴見区駒岡４丁目２８番５号 

事業者指定番号  神奈川県 １４７０１００５９３号 

代表者・連絡先  所長  板山 重樹  ℡ ０４５－５７０－６６０１ 

サービス提供地域  鶴見区、港北区 

併設サービス  通所介護事業 

区 分 平日 土曜日 

提供時間 9：00～17：30 9：00～17：30 



７ 指定居宅介護支援の提供方法 

(1) 課題の分析について使用する課題分析の方法は課題整理総括表方式を用いる。 

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者及びそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応

じる。 

 

８ 指定居宅介護支援の内容 

(1) 利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関

するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。 

(2) 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活

を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 

(3) 利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供され

るサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上

での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。 

(4) サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当

該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。 

(5) 居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同

意を得て、居宅サービス計画とする。 

(6) 当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行う。 

(7) 当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。 

(8) 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用

者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を

行う。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡

調整を行う。 

(9) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービ

ス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも１月に１回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス

計画の実施状況を把握（以下「モニタリング」という）する。モニタリングの結果についてはその

都度記録する。 

 

９ 介護サービス情報の公表及び第三者評価の実施状況について 

  当事業所では、介護サービス情報の公表を実施しておりますが、居宅介護支援事業所単独での第三者

評価は受けておりません。 

 

１０ 緊急の対応 

  サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、 

主治医、救急機関等に連絡します。 

医療機関等 
主治医等の氏名 

連 絡 先 

緊急連絡先 
氏 名 

連絡先 

 

１１ 事故発生時の対応 

(1) 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講ずる。 

(2) 当事業所は、前項の事故及びその事故に際してとった処置について記録する。 

(3) 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を適正に行う。 

 



１２ 従業員の研修 

(1) 採用時研修 採用後１か月以内（派遣研修含む） 

(2) 継続研修  年７回（派遣研修含む） 

１３ 秘密保持 

(1) 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。 

(2) 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくな

った後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 

 

１４ 虐待の防止 

(1) 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとします。 

(2) 虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底

を図る。 

(3) 虐待の防止のための指針を整備する。 

(4) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年１回以上）実施する。 

(5) 上記の措置を適切に実施するための担当任者を置く。 

 

１５ 業務継続計画の策定等 

(1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実

施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

(2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に（年１回以上）実施します。 

(3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１６ 相談窓口、苦情対応 

  

○ 当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。 

電話番号  ０４５－５７０－６６０１ 

FAX 番号  ０４５－５７０－６６０２ 

責 任 者   所長  板山 重樹 

対応時間  ９：００～１７：３０ 

 

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

横 浜 市 は ま ふ く コ ー ル  

（横浜市苦情 相談センタ

ー）    

【所 在 地】 横浜市中区本町６丁目５０番１０号  

【電話番号】 ０４５－２６３－８０８４ 

【対応時間】 月曜日～金曜日 9：00～17：00 

鶴見区福祉保健センター 

高齢・障害支援課 

【所 在 地】 横浜市鶴見区鶴見中央３丁目２０番１号 

【電話番号】 ０４５－５１０－１７６８ 

【対応時間】 月曜日～金曜日 8：45～17：00 

港北区福祉保健センター 

高齢・障害支援課 

【所 在 地】 横浜市港北区大豆戸町２６番地１ 

【電話番号】 ０４５－５４０－２３２５ 

【対応時間】 月曜日～金曜日 8：45～17：00 

神奈川県国民健康保険団 

体連合会（国保連） 

【所 在 地】 横浜市西区楠町２７番地 1 

【電話番号】 ０４５‐３２９－３４４７ 

【利用時間】 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

 

 



１７ 当法人の概要 

名称・法人種別  社会福祉法人 横浜鶴声会 

代表者名  理事長  晝間 靖裕 

本社所在地・電話  横浜市鶴見区獅子ヶ谷２丁目１５番１８号 ０４５－５８３－１８３３ 

業務の概要  指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、短期入所事業、指定通所介護  

 支援事業、指定居宅介護支援事業、地域包括支援センター、保育所 

事業所数  ３ヶ所 

 

【 説明確認欄 】 

  

交付日  年  月  日 

  

居宅介護支援契約の締結にあたり、上記により重要事項について文書を交付し、説明しました。 

 

                    事業者  事業所名 ： 横浜市駒岡地域ケアプラザ   

 

                         説明者  ：            印   

 

 居宅介護支援契約の締結にあたり、重要事項について説明を受け、同意し、交付を受けました。 

  

 

                    利用者  氏 名               印   

                      

                    代理人又は立会人 

                         氏名                印   

                                      （続柄    ） 


